
別表第２（第３条関係）

法令違反行為 分類

(1)　刑法第108条、第112条（第108条に係る部分に限る。）、第117条 Ｂ 

第１項（第 108条に規定する物を損壊した場合に限る。）、第 18  

1条、第199条、第203条（第199条に係る部分に限る。）、第225条  

の２、第 228条（第225条の２第1項に係る部分に限る。）、第 24  

0条、第241条又は第243条（第240条又は第241条に係る部分に限  

る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(2)　刑法第95条、第96条の６、第99条、第100条、第102条（第99条 Ｃ 

又は第100条に係る部分に限る。）、第103条、第104条、第109条  

第１項、第110条第１項、第112条（第109条第１項に係る部分に  

限る。）、第114条、第117条第１項（他人の所有に係る第109条に  

規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に規定  

する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。）、  

第124条第２項、第130条、第132条、第155条、第156条（第155条  

の文書又は図画に係る部分に限る。）、第157条第１項、第３項（第  

１項に係る部分に限る。）、第158条（第155条の文書若しくは図  

画に係る部分、第156条（第155条の文書又は図画に係る部分に限  

る。）の文書若しくは図画に係る部分又は第157条第１項の文書  

若しくは電磁的記録に係る部分に限る。）、第159条第１項、第２  

項、第160条、第161条（第159条第１項の文書若しくは図画に係  

る部分、第２項の文書若しくは図画に係る部分又は第160条の文  

書若しくは図画に係る部分に限る。）、第161条の２、第163条の  

２、第163条の３、第163条の４第１項、第２項、第163条の５、  

第165条から第167条まで、第168条（第164条第２項に係る部分を

除く。）、第169条、第172条、第176条、第177条、第179条、第18

0条、第182条、第183条、第198条、第202条、第203条（第202条

に係る部分に限る。）、第204条、第205条、第208条の２第２項、

第211条、第218条、第219条（第218条に係る部分に限る。）、第2

20条、第221条、第223条から第225条まで、第226条、第227条、

第228条（第224条、第225条又は第226条に係る部分に限る。）、

第230条第１項、第233条から第236条まで、第238条、第239条、

第243条（第235条から第236条まで、第238条又は第239条に係る

部分に限る。）、第246条から第250条まで、第252条、第253条、

第256条又は第258条から第260条までに規定する罪のいずれかに

当たる違法な行為

(3)　刑法第105条の２、第113条、第124条第１項、第128条（第124条 Ｄ 



第１項に係る部分に限る。）、第133条、第134条、第140条、第14  

1条（第140条に係る部分に限る。）、第157条第２項、第３項（第  

２項に係る部分に限る。）、第158条（第157条第２項の文書又は  

図画に係る部分に限る。）、第159条第３項、第161条（第159条第  

３項の文書又は図画に係る部分に限る。）、第201条、第208条の  

２第１項、第222条、第228条の３又は第237条に規定する罪に当

たる違法な行為

(4)　刑法第175条、第206条、第208条、第254条、第261条又は第263 Ｅ 

条に規定する罪に当たる違法な行為

(5)　刑法第116条第１項、第２項（他人の所有に係る第110条に規定 Ｆ 

する物を焼損した場合に限る。）、第117条の２（第116条又は第1

17条第１項（他人の所有に係る第110条に規定する物を焼損した

場合に限る。）に係る部分に限る。）、第209条第１項、第210条又

は第231条に規定する罪に当たる違法な行為

(6)　爆発物取締罰則第１条又は第２条に規定する罪に当たる違法な Ｂ 

行為

(7)　爆発物取締罰則第３条（所持に係る部分に限る。）、第４条又は Ｃ 

第９条に規定する罪に当たる違法な行為

(8)　暴力行為等処罰に関する法律第１条、第１条の２第１項、第２ Ｃ 

項又は第１条の３第１項に規定する罪に当たる違法な行為

(9)　暴力行為等処罰に関する法律第２条に規定する罪に当たる違法 Ｄ 

な行為

(10)　盗犯等の防止及び処分に関する法律第４条に規定する罪に当た Ｂ 

る違法な行為

(11)　盗犯等の防止及び処分に関する法律第２条又は第３条に規定す Ｃ 

る罪に当たる違法な行為

(12)　軽犯罪法第１条第１号から第３号まで、第６号、第８号から第 Ｆ 

13号まで、第15号、第16号、第23号、第24号又は第26号から第34

号までに規定する罪に当たる違法な行為

(13)　人質による強要行為等の処罰に関する法律第２条又は第４条に Ｂ 

規定する罪に当たる違法な行為

(14)　人質による強要行為等の処罰に関する法律第１条に規定する罪 Ｃ 

に当たる違法な行為

(15)　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条 Ｂ 

第１項第７号、第10号、第２項（第１項第７号又は第10号に掲げ  

る罪に係るものに限る。）又は第４条に規定する罪（第３条第１

項第７号又は第10号に掲げる罪に係るものに限る。）に当たる違



法な行為

(16)　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条 Ｃ 

第１項第８号、第９号、第11号から第15号まで、第３条第２項（第  

１項第８号、第９号、第11号、第12号、第14号又は第15号に掲げ  

る罪に係るものに限る。）、第４条（第３条第１項第９号、第13  

号又は第14号に掲げる罪に係るものに限る。）、第６条第１項第  

１号又は第７条に規定する罪に当たる違法な行為  

(17)　組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第６条 Ｄ 

第１項第２号に規定する罪に当たる違法な行為  

(18)　特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条又は第16条に Ｄ 

規定する罪に当たる違法な行為

(19)　覚醒剤取締法第41条の２又は第41条の３（第19条に係る部分に Ｃ 

限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(20)　麻薬及び向精神薬取締法第64条の２、第64条の３（施用に係る Ｃ 

部分に限る。）、第66条、第66条の２（第27条第１項の施用又は  

施用のための交付に係る部分に限る。）、第66条の３（輸入、輸  

出又は製造に係る部分を除く。）又は第66条の４に規定する罪に  

当たる違法な行為

(21)　あへん法第52条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(22)　銃砲刀剣類所持等取締法第31条の３、第31条の11第１項第１号 Ｃ 

又は第31条の16第１項第１号に規定する罪に当たる違法な行為  

(23)　銃砲刀剣類所持等取締法第32条第４号又は第５号に規定する罪 Ｄ 

に当たる違法な行為

(24)　銃砲刀剣類所持等取締法第35条（第22条の２第１項又は第22条 Ｆ 

の４に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(25)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条第１号 Ｃ 

又は第４号に規定する罪に当たる違法な行為

(26)　貸金業法第47条の３第１項第３号に規定する罪に当たる違法な Ｄ

行為

(27)　会社法第960条から第962条まで、第967条第２項、第968条第１ Ｃ 

項、第970条第２項、第３項又は第４項に規定する罪のいずれか

に当たる違法な行為

(28)　ストーカー行為等の規制等に関する法律第６条第１項の規定に Ｄ



違反する行為又は第18条、第19条若しくは第20条に規定する罪に

当たる違法な行為

(29)　ストーカー行為等の規制等に関する法律第３条の規定に違反す Ｆ

る行為

(30)　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29 Ｄ

条に規定する罪に当たる違法な行為

(31)　道路法第103条第２号、第４号又は第５号に規定する罪に当た Ｄ

る違法な行為

(32)　道路法第104条又は第105条（第48条第４項に係る部分を除く。） Ｆ 

に規定する罪に当たる違法な行為

(33)　道路交通法第115条、第117条、第117条の２又は第117条の２の Ｃ 

２に規定する罪に当たる違法な行為

(34)　道路交通法第116条、第117条の３、第117条の３の２、第117条 Ｄ 

の５第１項第１号、第117条の５第２項、第118条、第118条の２、  

第119条第１項又は第２項に規定する罪に当たる違法な行為

(35)　道路交通法第119条第３項、第119条の２の４、第119条の３第 Ｆ 

１項、第２項第２号、第３号、第３項、第120条又は第121条に規  

定する罪に当たる違法な行為

(36)　自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第１項に規定す Ｄ 

る罪に当たる違法な行為

(37)　自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第２項又は第３ Ｆ 

項に規定する罪に当たる違法な行為

(38)　自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 Ｃ

第２条から第６条までに規定する罪に当たる違法な行為

(39)　戸籍法第134条に規定する違法な行為 Ｄ

(40)　戸籍法第135条又は第136条に規定する違法な行為 Ｆ

(41)　住民基本台帳法第42条又は第44条から第46条までに規定する罪 Ｄ

のいずれかに当たる違法な行為

(42)　住民基本台帳法第47条第２号、第51条又は第52条に規定する違 Ｆ

法な行為

(43)　国家公務員法第109条（第100条第１項に係る部分に限る。）又 Ｄ

は第111条（第109条第12号（第100条第１項に係る部分に限る。）

に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(44)　地方公務員法第60条第２号（第34条第１項に係る部分に限る。） Ｄ

又は第62条（第60条第２号（第34条第１項に係る部分に限る。）

に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(45)　外務公務員法第27条（第４条において準用する国家公務員法第 Ｄ



100条第１項に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な

行為

(46)　特定秘密の保護に関する法律第23条第１項、第２項、第３項又 Ｃ

は第25条（第23条に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違

法な行為

(47)　特定秘密の保護に関する法律第23条第４項又は第５項に規定す Ｄ

る違法な行為

(48)　自衛隊法第118条（第59条第１項に係る部分に限る。）に規定 Ｄ

する罪に当たる違法な行為

(49)　独立行政法人通則法第69条の２に規定する罪に当たる違法な行 Ｄ

為

(50)　地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法 Ｄ

律第８条に規定する罪に当たる違法な行為

(51)　不動産登記法第159条又は第161条に規定する罪に当たる違法な Ｄ

行為

(52)　家事事件手続法第292条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(53)　人事訴訟法第11条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(54)　個人情報の保護に関する法律第179条に規定する罪に当たる違 Ｄ

法な行為

(55)　個人情報の保護に関する法律第18条第１項、第２項、第20条第 Ｆ

１項、第21条第１項、第２項、第３項、第23条から第25条まで、

第27条第１項、第３項、第６項、第32条、第33条第２項、第３項、

第34条第２項、第３項、第35条第２項、第４項若しくは第５項の

規定のいずれかに違反する行為又は第182条に規定する罪に当た

る違法な行為

(56)　個人情報の保護に関する法律第176条、第180条又は第181条に Ｄ

規定する罪のいずれかに当たる違法な行為

(57)　個人情報の保護に関する法律第185条第３号に規定する違法な Ｆ

行為

(58)　情報公開・個人情報保護審査会設置法第18条に規定する罪に当 Ｄ

たる違法な行為

(59)　保健師助産師看護師法第44条の４第１項に規定する罪に当たる Ｄ

違法な行為

(60)　弁護士法第77条第３号又は第４号に規定する罪に当たる違法な Ｄ

行為

(61)　司法書士法第76条第１項又は第78条第１項に規定する罪に当た Ｄ

る違法な行為



(62)　行政書士法第21条第２号又は第22条第１項に規定する罪に当た Ｄ

る違法な行為

(63)　診療放射線技師法第35条第１項に規定する罪に当たる違法な行 Ｆ

為

(64)　臨床検査技師等に関する法律第23条第１項に規定する罪に当た Ｆ

る違法な行為

(65)　外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第109条第 Ｄ

１項に規定する罪に当たる違法な行為

(66)　外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に Ｄ

関する法律第25条第１項に規定する罪に当たる違法な行為

(67)　外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に Ｆ

関する法律第25条第３項に規定する罪に当たる違法な行為

(68)　救急救命士法第54条第１項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｆ

(69)　郵便法第77条、第78条又は第86条第１項（第77条又は第78条に Ｃ

係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(70)　郵便法第80条又は第86条第１項（第80条に係る部分に限る。） Ｄ

に規定する罪に当たる違法な行為

(71)　電波法第108条の２に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(72)　電波法第109条、第109条の２第１項、第２項、第４項、第110 Ｄ

条第１号又は第４号に規定する罪に当たる違法な行為

(73)　有線電気通信法第13条、第14条第２項又は第３項（第14条第２ Ｃ

項に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(74)　有線電気通信法第14条第１項又は第３項（第14条第１項に係る Ｄ

部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(75)　電気通信事業法第179条第２項又は第３項（第２項に係る部分 Ｃ

に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(76)　電気通信事業法第179条第１項、第３項（第１項に係る部分に Ｄ

限る。）、第180条第１項又は第３項に規定する罪に当たる違法な

行為

(77)　日本電信電話株式会社等に関する法律第21条第１項に規定する Ｃ

罪に当たる違法な行為

(78)　不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条に規定する罪に Ｃ

当たる違法な行為

(79)　不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条（第５号に係る Ｄ

部分を除く。）に規定する罪に当たる違法な行為

(80)　不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条に規定する罪に Ｆ

当たる違法な行為



(81)　電子署名及び認証業務に関する法律第42条第２号に規定する罪 Ｄ

に当たる違法な行為

(82)　民間事業者による信書の送達に関する法律第44条に規定する罪 Ｃ

に当たる違法な行為

(83)　民間事業者による信書の送達に関する法律第45条に規定する罪 Ｄ

に当たる違法な行為

(84)　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に Ｄ

関する法律第74条に規定する罪に当たる違法な行為

(85)　特許法第197条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(86)　特許法第200条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(87)　実用新案法第57条又は第60条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(88)　意匠法第70条又は第73条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(89)　商標法第79条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(90)　半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条又は第53条に規 Ｄ

定する罪に当たる違法な行為

(91)　工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条に規定す Ｄ

る罪に当たる違法な行為

(92)　不正競争防止法第21条第１項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(93)　種苗法第68条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(94)　弁理士法第79条第３項又は第80条第１項に規定する罪に当たる Ｄ

違法な行為

(95)　労働基準法第117条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(96)　労働基準法第118条第１項（第６条又は第56条に係る部分に限 Ｄ 

る。）又は第119条（第３条、第17条又は第61条に係る部分に限

る。）に規定する罪に当たる違法な行為

(97)　職業安定法第63条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

(98)　職業安定法第66条第９号に規定する罪に当たる違法な行為 Ｆ 

(99)　児童福祉法第60条第１項又は第２項に規定する罪に当たる違法 Ｃ 

な行為

(100)　児童福祉法第61条、第61条の２第１項又は第61条の３（第21 Ｄ 

条の12又は第25条の５に係る部分に限る。）に規定する罪に当

たる違法な行為

(101)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条第 Ｄ 

４号（第26条（第18条の２第１項、第22条第３号又は第４号の

規定に違反した行為に係る処分に限る。）、第30条（第28条第11

項において準用する第18条の２第１項又は第28条第12項第３号



の規定に違反した行為に係る処分に限る。）、第31条の５第１項

（第31条の３第１項において準用する第18条の２第１項又は第3

1条の３第３項第１号の規定に違反した行為に係る処分に限

る。）、第２項（第31条の３第１項において準用する第18条の２

第１項又は第31条の３第３項第１号の規定に違反した行為に係

る処分に限る。）、第31条の６第２項第２号（第31条の３第１項

において準用する第18条の２第１項又は第31条の３第３項第１

号の規定に違反した行為に係る処分に限る。）、第３号（第31条

の３第１項において準用する第18条の２第１項又は第31条の３

第３項第１号の規定に違反した行為に係る処分に限る。）、第31

条の15（第31条の13第２項第３号又は第４号の規定に違反した

行為に係る処分に限る。）、第31条の20（第31条の18第２項第１

号の規定に違反した行為に係る処分に限る。）、第31条の21第２

項第２号（第31条の18第２項第１号の規定に違反した行為に係

る処分に限る。）、第34条第２項（第32条第３項において準用す

る第22条第１項第４号の規定に違反した行為に係る処分に限

る。）、第35条の４第２項（第35条の３の規定に違反した行為に

係る処分に限る。）、第４項第２号（第35条の３の規定に違反し

た行為に係る処分に限る。）に係る部分に限る。）、第50条第１

項第４号（第22条第１項第３号又は第４号（第32条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第５号（第2

8条第12項第３号に係る部分に限る。）、第６号、第８号（第31

条の13第２項第３号又は第４号に係る部分に限る。）又は第９

号に規定する罪に当たる違法な行為

(102)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の Ｆ 

２第１項、第28条第11項（第18条の２第１項に係る部分に限

る。）、第31条の３第１項（第18条の２第１項に係る部分に限る。）

又は第35条の３の規定に違反する行為

(103)　売春防止法第７条から第13条までに規定する罪のいずれかに Ｃ 

当たる違法な行為

(104)　売春防止法第６条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

(105)　性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された Ｃ

性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第２

条から第６条までに規定する罪のいずれかに当たる行為

(106)　児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児 Ｃ

童の保護等に関する法律第４条、第５条第１項、第６条第１項、

第７条第２項、第３項（輸入に係る部分を除く。）、第４項、第



５項、第６項、第７項（輸入に係る部分を除く。）、第８条第１

項又は第３項（第１項に係る部分に限る。）に規定する罪に当

たる違法な行為

(107)　職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁止する、法以外 Ｏ 

の法令の規定に違反する行為で(1)から(106)までに掲げる行為  

以外のもの

(108)　法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(107)までに掲 Ｏ 

げる行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適  

用があるものに限る。）

(109)　法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(107)までに掲 Ｉ 

げる行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適  

用があるものを除く。）

(110)　(1)から(109)までのいずれかに掲げる法令違反行為（罰則の 当該法令

適用があるものに限る。）を教唆し、若しくは幇助する行為又 違反行為

は当該行為を教唆する行為 に係る分

類と同一

の分類


